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介護老人保健施設若水ケアセンター介護予防短期入所療養介護のご案内 

（重要事項説明書） 

 

１．施設の概要 

（１） 施設の名称等 

     ・施設名      介護老人保健施設若水ケアセンター    

     ・開設年月日  平成１４年 ４月 １日 

     ・所在地      新居浜市若水町１丁目９番１３号 

     ・電話        ０８９７－３１－３０００ 

・ＦＡＸ    ０８９７－３１－３３１３ 

     ・管理者名   施設長 岩崎 統 

     ・事業所番号  ３８５７７８０５７５ 

 

（２） 介護老人保健施設の目的及び運営方針 

  （施設の目的） 

介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と

日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで入所者の能力に応

じた日常生活を営むことができるようにし、一日でも早く家庭での生活に戻ることがで

きるように支援することを目的とした施設です。さらに家庭復帰の場合には療養環境の

調整などの退所時の支援も行いますので、安心して退所いただけます。 

  （運営方針） 

入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護保健施設サービス

の提供に努めるものとします。明るく家庭的な雰囲気を有し地域や家庭との結びつ

きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所、他

の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの密

接な連携に努めるものとします。 

 

（３） 介護老人保健施設の事業内容 

     施設入所療養介護  短期入所療養介護  通所リハビリテーション 

１．介護に関する相談援助・行政の申請手続き代行。 

２．居宅及び施設療養介護サービス計画の作成。 

３．他のサービス事業所との連携・連絡調整。 

 

（４） 施設の職員体制 

     施設長（医師）      ２名（常勤 1名、非常勤 1名） 

     薬剤師          １名（非常勤） 

     リハビリ職員       ６名（常勤３名、常勤兼務 1名、非常勤２名） 

     看護職員        １１名（常勤５名、非常勤６名） 

     介護職員        ４０名（常勤３１名、常勤兼務３名、非常勤６名） 

     介護支援専門員      １名（常勤兼務 1名） 

     支援相談員        ６名（常勤兼務５名） 

     管理栄養士        １名（常勤１名） 

     事務員          ２名（常勤１名、常勤兼務 1名） 

     ケアパートナー      ５名（非常勤５名） 

 



- 2 - 

（５） 入所定員数等 

       定員  １００名   （短期入所療養介護を含む） 

療養室    個室１６室、２人室３６室、４人室３室 

 

  （６）主な職種の勤務体制   

職  種 勤務体制 

１．医師 日勤 ： 9:00～17:30 

２．介護職員 早番①： 7:30～16:00 

早番②： 8:00～16:30 

日勤 ： 9:00～17:30 

遅番①：10:30～19:00 

遅番②：11:30～20:00 

夜勤 ：17:15～9:15 

３．看護職員 早番 ： 8:00～16:30 

日勤 ： 9:00～17:30 

夜勤 ：17:15～9:15 

４．リハビリ職員 日勤 ： 9:00～17:30 

５．支援相談員 日勤 ： 9:00～17:30 

６．介護支援専門員 日勤 ： 9:00～17:30 

 

（７）職務内容 

施設長（医師） 本会理事長の命を受け、施設の業務を統括するとともに施設職

員の指揮監督及び管理運営に当たり、入所者の健康管理、診療

及び保健衛生の指導に当たる。 

事務員     施設運営に関する事務に従事する。 

支援相談員   入所者の生活向上のための相談、助言、その他の援助に当たる。 

介護支援専門員 施設サービス計画の作成とその進行管理及び評価に当たる。 

介護職員    入所者の介護、日常生活上の世話、レクリエーション等の提供

に当たる。 

       看護職員    入所者の看護、日常生活上の世話及び健康管理に当たる。 

       リハビリ職員  機能訓練の指導に当たる。 

       管理栄養士   給食業務全般の統括管理及び栄養マネジメントの統括管理に当

たる。 

       ケアパートナー 居室環境の整備や備品補充、シーツ交換等に当たる。 

        

※なお、当施設事業計画および財務内容など、施設の運営状況につきまして閲覧のご

希望がございましたら、担当職員までお申し付けください。 

 

２．サービスの内容 

①施設サービス計画（短期入所療養介護）の立案 

②食事（食事は原則として食堂でおとりいただきます。） 

③入浴（一般浴、機械浴、特浴。ただし、利用者の身体状態に応じて清拭となる場合が

あります。） 

④医学的管理・看護 

⑤介護（退所時の支援も行います。） 

⑥機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション） 

⑦相談援助サービス 
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⑧栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理 

⑨理容サービス 

⑩行政手続き代行 

⑪その他 

⑫入退所時の送迎サービス（通常の送迎実施地域は新居浜市全域とし、左記以外への送

迎は行いません。） 

※これらのサービスの中には利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただく 

     ものもありますので、具体的にご相談下さい。 

              

３．利用料金 

 （１）介護保険自己負担金 

   以下は介護保険サービス費用（１０割）となっています。自己負担分は介護保険負担割合

証の負担割合により異なります。 

   ①施設利用料（1日あたり） 

介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。 

・要支援１ （個室） ５，７９０円  （多床室） ６，１３０円 

・要支援２      ７，２６０円        ７，７４０円 

   ②加算料金 

介護保険制度で定められた要件を満たした上でサービスを提供した場合に、それぞれ利

用料に加算されます。 

・夜勤職員配置加算             ２４０円／日 

・送迎加算               １，８４０円／片道 

    ・個別リハビリテーション実施加算    ２，４００円／日 

    ・療養食加算                 ８０円／回 

    ・在宅復帰・在宅療養支援機能加算      ５１０円／日 

・サービス提供体制強化加算            

     （Ⅰ）介護職員のうち、介護福祉士の割合が８０％以上又は勤続年数１０年以上の 

介護福祉士の割合が３５％以上             ２２０円／日 

     （Ⅱ）介護職員のうち、介護福祉士の割合が６０％以上     １８０円／日 

     （Ⅲ）介護職員のうち、介護福祉士の割合が５０％以上又は看護・介護職員のうち 

常勤職員の割合が７５％以上又はサービスを直接提供する職員のうち勤続年数 

７年以上の職員の割合が３０％以上            ６０円／日 

     ※該当する場合、いずれか一つのみ加算されます。 

    ・介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 

      ※上記施設利用料及び加算料金の７．１％に相当する額 

     

 （２）その他の料金 

     ①食費（朝食）              ３５０円／食  

（昼食）              ６８０円／食 

（夕食）              ６７０円／食 

     （ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されて 

いる食費の負担限度額が 1日にお支払いいただく食費の上限となります。） 

     ②居住費（個室）           １，７２８円／日 

         （多床室）            ４３７円／日 

（ただし、居住費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載され 
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 ている居住費の負担限度額が 1日にお支払いいただく居住費の上限となります。） 

③洗濯代（施設洗濯）           ５５０円／回 

         （持ち帰り）           ３５０円／回＊ 

     ④電気使用料（1品につき）         ５２円／日 

⑤理容料（カット）          ２，０００円／回 

     ⑥日常生活費               １５０円／日＊ 

⑦クラブ活動費                実費＊ 

     ⑧その他の日常生活費             実費＊ 

     ⑨健康管理費                 実費＊ 

     ⑩文書料 

診断書              ４，５００円／通 

       死亡診断書            ５，０００円／通 

       その他文書①           ３，５００円／通 

       その他文書②           １，０８０円／通 

       領収書再発行             ５００円／1ヶ月分 

     ⑪死後の処置料           １０，０００円／回＊ 

     ⑫買い物支援（職員同行で 1時間以内） １，０８０円／回 

           （職員同行で３０分以内）   ５４０円／回 

     ⑬コピー代                 １０円／枚 

    ＊費用に関する一部説明 

      洗濯代（持ち帰り）‥持ち帰り洗濯であって、排泄物汚染時に施設で洗濯（専用洗

剤使用、乾燥なし）を行った場合にお支払いいただきます。 

     日用生活費････石鹸、シャンプー、リンス、ボディシャンプー、バスタオル、           

おしぼり類、歯ブラシ、歯磨き粉、ティッシュペーパー、化粧品等の

費用であり、施設で用意するものをご利用いただく場合にお支払いい

ただきます。 

    クラブ活動費･･折り紙、粘土、手芸用材料等ご利用された場合にお支払いいただ           

きます。 

その他の日常生活費･･趣味でされる手芸・創作活動の材料、希望する旅行、観劇              

参加される方にお支払いいただきます。 

健康管理費････インフルエンザ予防接種、結核検診等を行った場合にお支払いいただ

きます。 

その他文書①‥書類への記載が必要なもの（傷病手当金支給申請書、施設入所時の健

康診断書 等）を作成した場合にお支払いいただきます。 

その他文書②‥上記以外のもの（生計同一関係に関する申立書 等）を作成した場合

にお支払いいただきます。 

死後の処置料･･ご希望により死後の処置を行った場合にお支払いいただきます。尚、

処置に要した物品（セーフティセット 等）については別途実費相当

額をお支払いいただきます。 

 

 （３）支払い方法 

     原則として、Ｅネット（金融機関預金口座自動引落しサービス）をご利用いただき、

月末締め切りで翌月２５日以降の引落しとなります。なお、詳細及び手続き等につい

ては事務所へお申し出ください。 
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４．施設利用に当たっての留意事項 

・施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上がりいた

だきます。施設は利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容

としており、その実施には食事内容の管理が欠かせませんので、食事の持ち込みはご

遠慮いただきます。 

・面会は午前９時～午後８時です。時間外での面会を希望される場合は、必ず申し出て

下さい。尚、面会の際は各階スタッフルーム前カウンターに設置しております面会簿

に必ずご記入願います。 

・感染症の流行等により、面会を制限させていただく場合があります。ご協力をお願い

いたします。 

・飲酒は医師の許可が必要ですので申し出下さい。 

・敷地内は禁煙となっておりますので、ご協力をお願い致します。 

・金銭及び貴重品は原則自己責任において管理していただきます。紛失等事故のおそれ

のある場合はご家族で保管をお願いいたします。施設での責任は負いかねます。 

・ナイフ、はさみ等危険物と成り得る物品の持ち込みはご遠慮下さい。 

・居室セーフティボックスの使用を希望される場合は、支援相談員または事務所へご相

談下さい。 

・火気の取り扱い、施設の設備・備品の取り扱いには充分注意してください。 

・入所中の医療機関の受診は施設長の紹介状が必要です。万一紹介状無しで受診されま

すと医療機関に迷惑がかかります。受診後は返書（診療情報提供書）により当施設に

て薬を処方、医療行為を行います。尚、外出・外泊時緊急に受診する場合は当施設に

必ずご一報下さい。 

・衣類・持ち物には必ず記名をお願いします。無記名の衣類はご本人様にお渡しするこ

とが出来ませんのでご注意下さい。 

 

《禁止事項》 布教活動、危険物の持ち込み、利用者間の貸し借り、 

物品の販売・宣伝・勧誘、ペットの持ち込み 

 

５．他機関・施設との連携 

（１）他の医療機関への受診 

  ・当施設医師が健康管理を行います。薬に関しても当施設医師が診察し処方いたします。

当施設で行えない検査や処置、その他病状が著しく変化し当施設での対応が困難な場

合については、他の医療機関での対応となり、施設長（医師）が指示いたします。 

  ・受診後に入院となった場合、当施設は退所となります。治療終了後の再入所について、

確約はできませんのでご了承ください。 

 

（２）他施設の紹介 

  ・当施設での対応が困難になったり、専門的な対応が必要になった場合には他の機関を

紹介します。 

 

６．協力医療機関 

   当施設では下記の医療機関・歯科医療機関に協力をいただき、利用者の状態が急変した場

合等には、速やかに対応をお願いするようにしています。 

     ・住友別子病院  新居浜市王子町 3番 1号 

（診療科） 内科、循環器科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、形成外科、 
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泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、放射線科、 

歯科口腔外科、麻酔科、がんセンター 

・中西歯科矯正歯科  新居浜市中須賀町 2丁目 2番 28号 

（診療科） 一般歯科、小児歯科、矯正歯科、予防歯科、訪問診療 

   上記の医療機関に関わりなく、かかりつけ医を希望される場合は予めお申し出下さい。 

 

７．緊急時・事故発生時の対応 

   緊急時・サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかにご利用者の家族、 

主治医、市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、その経過を記録します。 

施設は入所者に対する施設サービス提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠

償を速かに行うものとします。 

 

８．非常災害・防犯対策 

    施設は非常災害及び防犯に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害や外部から

の不審者侵入に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。 

 

９．虐待防止 

    施設は虐待防止のための指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備し、専任の担

当者を置くこととします。 

    また、虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに市町村の窓口に通報し、

必要な措置を講ずるものとします。 

 

10．苦情の受付 

いろいろな要望や苦情などがございましたら、支援相談員や事務所までご意見をお寄せ下

されば、速やかに対処し、改善に向け努力します。また、「ご意見箱」を設置いたしており

ますのでご意見がございましたら投函ください。 

 

＜苦情相談受付の流れ＞ 

（１）苦情処理の体制及び職務等 

①苦情解決責任者は以下のとおりとし、苦情申出人からの苦情に対し誠意を尽くして話

し合いに望み、苦情解決を円滑・円満に図ることを職務とします。 

②苦情受付担当者は以下に定める各部署の担当責任者とし、利用者又はその家族等から

の苦情の受付、苦情内容及び利用者の意向等の確認と記録、受け付けた苦情及びその

改善状況等の苦情解決責任者及び第三者委員への報告を行います。 

③第三者委員は次のとおりとし、苦情内容の報告聴取、苦情内容の報告を受けた旨の苦

情申出人への通知、苦情の直接受付、苦情申出人への助言、事業者への助言、話し合

いへの立ち会い及び助言、苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取、日常的な状況把

握と意見傾聴を職務とします。 

 

【苦情受付担当者】 支援相談員 木下真理子 

【苦情受付責任者】 事務長 大平利恵子 

【対応時間】    平日の９：００～１７：３０ 

【苦情解決責任者】 施設長 岩崎統 

【第三者委員】   岡崎 克也    電話番号（０８９７）３７－２５２５ 

          村上 國代    電話番号（０８９７）３２－２８８２ 
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（２）苦情申出人から事実関係を聴取させていただきます。 

①苦情受付担当者は、苦情を適切に対応するため相互に連携し協力させていただきます。 

②来訪した苦情申出人に対しては苦情内容を苦情受付人以外の者に見聞されないよう

周りから遮断された場所で相談対応するよう配慮いたします。 

③事実関係については、苦情受付書に記載いたします。 

 

（３）苦情受付内容の確認及び調査をいたします。 

①苦情の内容に沿って事実が発生した部署又は職員に対し十分な確認及び調査をいた

します。 

②加害者とされる方がいる場合の苦情は、苦情申出人からの事実関係を聴取する際の留

意事項等を踏まえ、その都度適切な方法を選択して確認及び調査をいたします。 

（４）苦情受付の報告 

①苦情受付担当者は、受け付けた苦情はすべて苦情解決責任者に報告いたします。さら

に、苦情申出人が第三者委員への報告を希望する場合は第三者委員にも報告すること

とします。 

②文書や匿名の苦情については、第三者委員に報告し必要な対応を行います。 

 

（５）苦情解決に向けて 

①苦情受付担当者による対応で苦情解決ができない場合は、苦情解決責任者が苦情申出

人と話し合い苦情解決に努めます。 

 

②解決し難い場合、苦情解決責任者は苦情対応委員会によって解決方法を検討し、早急

に苦情申出人と検討結果について話し合います。 

※苦情申出人が希望すれば第三者委員の助言及び立ち会いを求めます。 

 

（６）その他相談窓口 

    当施設以外に、下記の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。  

新居浜市役所 

介護福祉課 

電話番号  （０８９７）６５－１２４１ 

対応時間   平日の８：３０～１７：１５ 

愛媛県国民健康保険団体連合会 

介護・事業課 

電話番号  （０８９）９６８－８７００ 

対応時間   平日の９：００～１７：００ 

 

11．提供するサービスの第三者評価の実施状況 

   【実施の有無】  無し 
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甲は、乙の介護予防短期入所療養介護サービスを利用するに当たり、乙から介護老人保健施設若

水ケアセンター介護予防短期入所療養介護利用契約書及び重要事項説明書の内容に関して、担当

者による説明を受け、これらを十分に理解した上で同意します。 

また、本契約の締結を証するため、本書２通を作成し、当事者双方記名押印の上、各自１通を保

有するものとする。 

 

  年  月  日 

＜利用者(甲)＞ 住 所                         

         

 氏 名                   印 

 

＜保証人１＞  住 所                         

(連帯保証人１)        

 氏 名                   印 （続柄     ） 

 

＜保証人２＞  住 所                         

(連帯保証人２)      

 氏 名                   印 （続柄     ） 

 

＜事業者(乙)＞ 愛媛県新居浜市若水町一丁目９番１３号 

         社会福祉法人 はぴねす福祉会 

         介護老人保健施設若水ケアセンター 

                     施 設 長  岩 﨑    統  印 

 

【本契約書 第６条 請求書・明細書及び領収書の送付先】＊いずれかに○をお付けください 

     ＜利用者＞宛     ＜保証人１＞宛     ＜保証人２＞宛 

 

【本契約書 第 10 条３項 緊急時及び第 11 条３項 事故発生時の連絡先】 

 

      ・氏 名                  （続柄     ）  

・住 所                                                  

・電話番号 （自宅）                     

      （携帯電話）                  

      （勤務先）                    

 

      ・氏 名                  （続柄    ） 

・住 所                                                  

・電話番号 （自宅）                     

      （携帯電話）                  

      （勤務先）                    
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個人情報使用同意書 

 

 

以下に定める条件の通り、社会福祉法人はぴねす福祉会が利用者及びその家族の個人情報を下記

の利用目的の必要最低限の範囲内で使用、提供、または収集することに同意します。 

 

 

１．利用期間 

 介護サービス提供に必要な期間及び契約期間に準じます。 

 

２．利用目的 

（１）利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的 

［当施設内部での利用目的］ 

①当施設が利用者等に提供する介護サービス 

②介護保険事務 

   ③介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務 

    ・入退所等の管理     

・会計・経理 

・事故等の報告  

・当該利用者の介護・医療サービスの向上 

［他の事業者等への情報提供を伴う利用目的］ 

①当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

・利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所の 

連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 

     ・利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

     ・検体検査業務の委託その他の業務委託 

     ・家族等への心身の状況説明 

   ②介護保険事務のうち 

     ・保険事務の委託 

     ・審査支払い機関へのレセプトの提出 

     ・審査支払い機関または保険者からの照会への回答 

   ③損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

④厚生労働省への情報の提出（科学的介護情報システムを使用） 

（２）上記以外の利用目的 

  ［当施設内部での利用目的］ 

①当施設の管理運営業務のうち 

・医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

     ・当施設において行われる学生の実習への協力 

     ・当施設において行われる事例研究 

［他の事業者等への情報提供に係る利用目的］ 

①当施設の管理運営業務のうち 

・外部監査機関への状況提供 
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３．使用条件 

（１）個人情報の提供は必要最低限とし、サービス提供にかかわる目的以外決して利用しない。

また、利用者とのサービス利用に関わる締結前からサービス終了後においても第三者に漏

らさない。 

（２）個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、請求があれば開示

する。 

  

 

 

 

                                                    年     月     日 

 

利用者  住 所                        

 

氏 名                印  

 

家族の代表 住 所                                               

       

氏 名                印 （続柄    ） 

 


